
（平成２３年１２月１４日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 12 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 8 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 15 件

国民年金関係 6 件

厚生年金関係 9 件

年金記録確認埼玉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

埼玉国民年金 事案 4625 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 60 年７月から 62 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ： 

             

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 55 年４月から同年 12 月まで 

             ② 昭和 56 年 10 月から 62 年３月まで 

私たち夫婦は、昭和 57 年４月に結婚したのを契機に国民年金に加入

しようと、その年の 10 月頃に夫婦でＡ市役所（現在は、Ｂ市Ｃ区役

所）に行き相談したところ、このままでは納付月数が不足するので、

前々年度分から遡って夫婦二人で 20 万円くらいの保険料を納付した方

がよいと説明された。遡って納付する保険料は 10 回くらいに分割して

もらい、妻が月々の保険料と合わせて納付した。申立期間が未納となっ

ていること、及び夫婦で納付期間が異なっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、結婚したのを契機に国民年金に加入しようと、昭和 57 年 10

月頃に夫婦でＡ市役所に行き相談したところ、このままでは納付月数が不

足するので、前々年度分から遡って夫婦二人で 20 万円くらいの保険料を

納付した方がよいと説明され、10 回くらいに分割して、その妻が月々の

保険料と合わせて納付したとしているところ、申立人の国民年金手帳記号

番号は、当該記号番号前後の被保険者の資格取得時期から、62 年８月頃

に夫婦連番で払い出されたと推認され、その時点からすると申立期間②の

うち 60 年７月から 62 年３月までは遡って保険料を納付できる期間であり、

オンライン記録によると、夫婦二人分の保険料を遡って納付したとするそ

の妻は、当該期間が納付済みとなっている上、21 か月と比較的短期間で

ある申立期間の保険料を納付できなかったとする特段の事情も見当たらな

い。 



                      

  

一方、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出されたと推認される昭和

62 年８月の時点からすると、申立期間①及び申立期間②のうち 56 年 10

月から 60 年６月までの期間は、時効により保険料を納付できない期間で

ある上、当委員会においてオンラインの氏名検索等により調査したが、申

立人に別の手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間のうち昭

和 60 年７月から 62 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 4630 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和57年１月から58年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 57 年１月から 58 年３月まで     

    私は、昭和 59 年１月頃、子育てが一段落し、夫の収入が安定してき

たので、自身の国民年金についてＡ市役所へ相談に行き、加入手続をし

た。その際、国民年金保険料を２年間遡って納付することができること

を知り、その保険料については、Ｂ銀行（現在は、Ｃ銀行）で数回に分

けて納付した。申立期間の保険料が未納となっていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 59 年１月頃、Ａ市役所で国民年金の加入手続を行い、

その際、国民年金保険料を２年間遡って納付することができることを知り、

その期間の保険料については、Ｂ銀行で数回に分けて納付したとしている。

これについて、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被

保険者の資格取得時期から、申立人の申述のとおり同年同月頃に払い出され

たと推認され、申立期間は保険料を納付することが可能な期間である。 

また、申立人は、昭和 59 年１月の国民年金加入後に申立期間直前の 56 年

10 月から同年 12 月までの期間の国民年金保険料を遡って納付するとともに、

申立期間直後の 58 年４月以降についても保険料を納付しており、これらの

期間の保険料を納付していながら、申立期間の保険料を納付しないのは不自

然であり、申立人が 15 か月と比較的短期間である申立期間の保険料を納付

できなかった特段の事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 4633 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 51 年４月から 52 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ： 

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 51 年４月から 52 年３月まで 

             ② 平成 21 年４月から同年６月まで 

    申立期間①について、私は、結婚（昭和 51 年４月頃）後しばらくし

てから、郵便局又は銀行で一括納付した記憶がある。申立期間①が未納

となっていることに納得できない。 

    申立期間②は、夫が会社を辞めた頃で、いつだったか、納付勧奨の通

知が届いたので市役所に行き、そのとき、初めて保険料免除制度を知り

免除申請手続を行った。申立期間②を保険料免除期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、結婚後しばらくしてから、郵便局又

は銀行で一括納付した記憶があるとしているところ、申立人の国民年金

手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者の資格取得時期から、昭

和 50 年９月頃に払い出されたと推認され、申立人の主張する時期であ

れば、申立期間①の保険料を納付することが可能であり、申立人の主張

には特に不自然な点は見られない。 

  また、申立期間①前後の期間の保険料は納付済みである上、申立期間

①は 12 か月と短期間であり、申立人が申立期間①の保険料を納付でき

なかった特段の事情は見当たらない。 

 



                      

  

２ 申立期間②について、申立人は、いつだったか、納付勧奨の通知が届

いたので市役所に行き、そのとき、初めて保険料免除制度を知り免除申

請手続を行ったので、申立期間②を保険料免除期間として認めてほしい

としている。しかしながら、申立期間②を免除期間とするためには、平

成 21 年４月から同年７月までの期間に申請手続を行う必要があるとこ

ろ、オンライン記録でも、同年７月から 22 年６月までの期間が、同年

４月 16 日に申請手続され、同年５月 25 日に処理されており、21 年４

月から同年７月までの期間に申請手続された記録は夫婦共に見当たらな

い。 

  また、オンラインの勧奨関連情報の記録によれば、平成 21 年 12 月

22 日以降に、夫婦共に国民年金の未適用者として加入勧奨が行われて

いる記録があることから、申立人が申述する納付勧奨は、これを指して

いるものと考えられ、このことからすると、同年 12 月 22 日より前に免

除申請を行っていないものと考えられる。 

  さらに、国民年金の事務処理については、昭和 59 年２月以降は記録

管理業務がオンライン化され、電算による納付書作成、領収済通知書の

光学式文字読取機（ＯＣＲ）による入力等、事務処理の機械化が図られ

た上、平成９年１月に基礎年金番号制度が導入されており、申立期間②

において記録漏れや記録誤り等の生じる可能性は極めて低くなっている

と考えられる。 

  加えて、申立人が申立期間②について、免除の承認を受けたこと、及

び免除申請書を提出したことを確認できる資料は無く、ほかに免除の承

認を受けたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 51 年４月から 52 年３月までの国民年金保険料を納付していた

ものと認められる。 

 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 4634（事案 2032 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち昭和 53 年８月から 54 年３月までの期間、同

年７月、同年８月及び 57 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険

料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

住    所 ： 

    

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 53 年８月から 54 年３月まで 

             ② 昭和 54 年７月及び同年８月 

             ③ 昭和 56 年 10 月 

             ④ 昭和 56 年 12 月から 57 年 12 月まで 

             ⑤ 昭和 58 年６月 

             ⑥ 昭和 61 年９月から 63 年３月まで 

             ⑦ 平成３年４月から９年３月まで 

             ⑧ 平成 15 年 11 月から 19 年１月まで 

             ⑨ 平成 19 年２月から 21 年２月まで 

    国民年金保険料は、間違いなく父や兄が納めてくれた。Ａ社会保険事

務所（当時）に行った時、厚生年金保険の記録が抜けていたので、国民

年金も間違いなく抜けていると思う。未納と判断されたことに納得でき

ない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①から⑧までに係る申立てについて、申立人は、その父及び

長兄が国民年金保険料を納付したと主張しているが、その父は平成７年

に他界し、長兄については行方不明で証言が得られず、また、納付に関

わったとする次兄の供述も記憶が明確でなく保険料の納付状況が不明で

ある等として、既に当委員会の決定に基づく 21 年７月７日付け年金記

録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

 



                      

  

２ 今回、申立人の次兄から自身が納付済みとなっている期間に当たる申

立期間①から⑤までについては、その父及び長兄が納付していたという

ことを聞いていたとする旨の上申書が提出された。これを受けて、改め

て調査した結果、その次兄が納付済みとなっている申立期間①及び②に

ついては、申立期間①の期間中である昭和 53 年 12 月に申立人の国民年

金手帳記号番号が払い出されたと推認されるところ、申立人は、54 年

３月までその父及びその長兄と同じ住所であるＢ町に居住していたこと

から、この期間については、その父及びその長兄が申立人の国民年金保

険料を納付することは可能であったと考えられる上、申立期間①と②の

間の同年４月から同年６月のみが納付済みで申立期間①及び②が未納と

なっているのは不自然である。 

  また、申立期間④のうち昭和 57 年１月から同年３月までの期間につ

いて、オンライン記録では未納になっているが、Ｂ町の国民年金被保険

者名簿は納付済みとなっていることが判明し、行政機関側の記録管理に

齟齬
そ ご

が見られる。 

これらは、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情と認められ

る。 

     

  ３ 申立期間③、申立期間④のうち昭和 56 年 12 月、57 年４月から同年

12 月までの期間及び申立期間⑤について、申立人の次兄は、上記２の

とおりの上申書を提出しているが、申立人は、当該期間中はＣ区に居

住しており、Ｂ町に居住していたその父及びその長兄が申立人の国民

年金保険料を納付することは困難であったと考えられることから、委

員会の当初の決定を変更する新たな事情とは認められない。 

また、申立期間⑥から⑧までの期間については、委員会の当初の決定

を変更すべき新たな事情は見当たらない。 

以上のことから、申立期間③、申立期間④のうち昭和 56 年 12 月、57

年４月から同年 12 月までの期間、申立期間⑤から⑧までの期間につい

ては、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 

 

  ４ 今回、新たに申し立てられた申立期間⑨について、申立人は、その長

兄が国民年金保険料を納付していたとしているが、その長兄は、音信不

通であるため、保険料の納付状況が不明である上、申立人はこの間Ｄ市

及びＥ市に居住しているところ、長兄はＢ町に居住していることから、

その長兄が保険料を納付することは困難であったと考えられる。 

    また、国民年金の事務処理については、昭和 59 年２月以降は記録管



                      

  

理業務がオンライン化され、電算による納付書作成、領収済通知書の光

学式文字読取機（ＯＣＲ）による入力等、事務処理の機械化が図られた

上、平成９年１月に基礎年金番号制度が導入されており、申立期間にお

いて記入漏れや記録誤り等の生じる可能性は極めて低くなっているもの

と考えられる。 

 

５ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間①か

ら⑨のうち、申立期間①、②及び④のうち昭和 57 年１月から同年３月

までの期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6498 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報

酬月額の記録を平成９年２月から同年９月までは 32 万円、同年 10 月から

10 年８月までは 38 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 44 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成９年２月１日から 10 年９月１日まで 

平成９年２月から 10 年８月までの標準報酬月額があまりにも少ない

が、この間は 28 万円又は 32 万円程度あったはずである。ただし、10

年８月及び同年９月については給料の支払はされていなかった。調査の

上、当該期間の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録において、申立人の申立期間における標準報酬月額は、

平成８年 10 月１日の定時決定において 32 万円、９年 10 月１日の定時決

定において 38 万円と記録されていたところ、Ａ株式会社が厚生年金保険

の適用事業所で無くなった日（10 年９月１日）の後の 11 年２月 24 日付

けで９年２月１日まで遡り９万 2,000 円に訂正されていることが確認でき

る。 

また、当該事業所において、申立期間に健康保険厚生年金保険被保険者

である者が 61 人確認できるが、そのうち、申立人を含む 14 人について平

成 11 年２月 24 日付けで９年２月まで遡り、標準報酬月額を９万 2,000 円

に訂正されていることが確認できるところ、元事業主は既に死亡している

ため供述を得ることができない。 

さらに、当該事業所に係る法人登記簿謄本等から、申立人は申立期間当

時、役員ではなかったことが確認できる上、複数の元同僚が「申立人は一

般社員だった。」と供述している。 

これらを総合的に判断すると、平成 11 年２月 24 日付けで行われた遡及



                      

  

訂正処理は事実に即したものとは考え難く、申立人について、９年２月ま

で遡って標準報酬月額の減額訂正処理を行う合理的な理由があったとは認

められないことから、当該減額処理に係る有効な記録訂正があったとは認

められず、申立人の申立期間の標準報酬月額の記録は、事業主が社会保険

事務所に当初届け出た記録である９年２月から同年９月まで 32 万円、同

年 10 月から 10 年８月まで 38 万円に訂正することが必要と認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6499 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報

酬月額の記録を、平成６年１月から同年４月までは 41 万円、同年５月か

ら８年４月までは 34 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年１月１日から８年５月 31 日まで 

    昭和 40 年５月から平成８年５月までＡ株式会社及びＢ株式会社に勤

務したが、Ｂ株式会社に勤務した６年１月から８年４月までの間の標

準報酬月額が 12 万 6,000 円と低すぎる。給与額が減額された期間は無

く、本来の標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  オンライン記録によると、申立人の申立期間の標準報酬月額は、当初申

立人が主張する平成６年１月から同年４月までは 41 万円、同年５月から

８年４月までは 34 万円と記録されていたところ、同年５月８日付けで、

６年１月１日に遡って 12 万 6,000 円に引き下げられ、事業所が適用事業

所に該当しなくなった日（８年５月 31 日。以下「全喪日」という。）ま

で継続していることが確認できる。 

  また、オンライン記録から、Ｂ株式会社の代表取締役及び５人の同僚に

ついても、申立人と同様に、平成８年５月８日付けで２人は６年１月１日

まで遡り、３人は７年７月 31 日まで遡って、標準報酬月額が 12 万 6,000

円に引き下げられていることが確認できる。 

  さらに、当該事業所の元代表取締役は、平成８年５月８日付けの標準報

酬月額の引下げ手続について、「申立事業所の親会社であったＡ株式会社

（平成７年７月全喪）の代表取締役であって申立事業所の会長であった者

の指示により、総務部長が行ったと思うが、私は、このことを知らなかっ

た。当時は経営状態が良くなかったので、ワークシェアリングを実施し



                      

  

た。」と供述しており、元総務部長は、「当時の経営状態は良くなかった。

赤字が累積し、社会保険料を滞納していた。」と供述していることから、

当該事業所において厚生年金保険料等の滞納があったことがうかがえる。 

  加えて、申立人は、当該事業所の商業登記簿謄本に取締役として登記さ

れているが、複数の元従業員が、申立人は金型の製作を担当していたと供

述しており、当該遡及訂正処理に関与していないと認められる。 

  これらの事実を総合的に判断すると、平成８年５月８日付けで行われた

遡及訂正処理は事実に即したものとは考え難く、申立人について６年１月

１日に遡って標準報酬月額の減額処理を行う合理的な理由があったとは認

められないことから、当該減額処理に係る有効な記録訂正があったとは認

められない。このため、当該遡及訂正処理の結果として記録されている申

立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届

け出た標準報酬月額の記録から、６年１月から同年４月までの期間につい

ては 41 万円、同年５月から８年４月までの期間については 34 万円とする

ことが必要である。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6500 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当

時）に届け出た標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の

標準報酬月額の記録を 12 万 6,000 円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年 11 月１日から９年２月 21 日まで 

    平成８年 11 月１日から９年２月 21 日までＡ株式会社に勤務していた

が、その間の標準報酬月額が当時の給与に比べて低いので訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 オンライン記録では、申立人のＡ株式会社における申立期間の標準報

酬月額は、当初、12 万 6,000 円と記録されていたところ、同社が厚生年

金保険の適用事業所に該当しなくなった日である平成９年２月 28 日より

も後の同年６月 19 日付けで、８年 11 月１日の資格取得時に遡及して 10

万 4,000 円に減額訂正されていることが確認できる。 

また、オンライン記録により、申立人の標準報酬月額が訂正された同日

に、当該事業所の全ての被保険者の標準報酬月額が申立人と同様に資格取

得日に遡及して減額訂正処理されていることが確認できる。 

さらに、複数の同僚の供述から、申立人は社会保険事務担当者ではなか

ったことが確認できる上、当該同僚の供述及び登記簿謄本から、役員でも

なかったことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、上記のような

記録訂正処理を行う合理的な理由は見当たらないことから、標準報酬月額

に係る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る

標準報酬月額は、事業主が当初届け出た 12 万 6,000 円に訂正することが

必要である。 

一方、申立期間について、申立人は、「給与の基本給だけでも月額が



                      

  

26 万円だった。」と申述しているところ、当時の給与明細書等の資料も

無く、事業主からも回答を得ることができないため、給与支給額や厚生年

金保険料控除額について確認することができない。 

このほか、申立期間において、申立人の主張する標準報酬月額（26 万

円）に基づく厚生年金保険料を事業主により控除されていたことを確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額（26 万円）に相

当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めるこ

とはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6501 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人のＡ団体（後の、Ｂ団体）における厚生年金保険被保険者資格取

得日は昭和 32 年３月 21 日、資格喪失日は 33 年４月７日であると認めら

れることから、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失

日に係る記録を訂正することが必要である。 

 なお、当該期間に係る標準報酬月額については、昭和 32 年３月から 33

年３月までは１万 6,000 円とすることが妥当である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 32 年３月 21 日から 33 年４月７日まで 

             ② 昭和 47 年１月 13 日から同年９月 19 日まで 

Ｃ株式会社Ｄ所に昭和 24 年５月１日に入社し、Ｅ株式会社と社名が

変わってからの 47 年１月 13 日まで継続して勤務したが、途中１年ほど

の被保険者期間が欠落している。 

また、同社を退職してからＦ市内にあった株式会社Ｇに関連する事業

所に勤務したのに被保険者期間が無い。申立期間を厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の次男が、申立人の年金記録の訂正

を求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 １ 申立期間①について、Ａ団体に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿では、申立人と同姓同名かつ同じ生年月日で、厚生年金保険被保険者

手帳記号番号の記号のみが相違し、基礎年金番号に統合されていない厚

生年金保険被保険者記録（資格取得日は昭和 32 年３月 21 日、資格喪失

日は 33 年４月７日）が確認できる。 

 また、Ｃ株式会社Ｄ所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿おい

て、申立人が被保険者資格を喪失した昭和 32 年３月 20 日と同日に資格

を喪失し、Ａ団体の同被保険者名簿において同年３月 21 日に資格を取

得している同僚二人のうち一人は、オンライン記録において申立期間の

同団体の被保険者記録が確認できる。 



                      

  

さらに、申立人の次男は「両親は職場結婚だった。」と供述している

ところ、申立人の妻の被保険者記録がＡ団体に係る前述の被保険者名簿

において確認できるとともに、Ｃ株式会社Ｄ所の複数の同僚は「申立期

間当時、申立人は事務職として勤務しており、転勤や退職をしたことは

ない。」と供述しており、申立人が申立期間①において同団体に勤務し

ていたことが推認できることから、当該未統合となっている厚生年金保

険被保険者記録は申立人の記録と判断することができる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 32 年３月 21

日に被保険者資格を取得し、33 年４月７日に資格を喪失した旨の届出

を社会保険事務所（当時）に行ったと認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、未統合の健康保険厚生年

金保険被保険者名簿の記録から、昭和 32 年３月から 33 年３月までは１

万 6,000 円とすることが妥当である。 

 

  ２ 申立期間②について、申立人の次男は「父親が勤務していた事業所名

は分からないが、株式会社Ｇに関連があり、大勢の女性工員がＨ製品を

製造していた。」とし、具体的な場所についても供述しているが、申立

期間当時の地図で確認できる複数の厚生年金保険適用事業所に係る健康

保険厚生年金保険被保険者名簿からは申立人を確認することができなか

った。 

また、申立期間当時の適用事業所名簿により、申立人の次男が申述す

る場所の周辺に所在していた複数の事業所からも申立人の氏名は見当た

らない上、株式会社Ｇに関連するＩ地内の事業所として、申立期間当時

に厚生年金保険の適用事業所となっていたＪ株式会社Ｋ工場及びＬ株式

会社Ｍ支店について、健康保険厚生年金保険被保険者名簿を確認したが、

申立人は見当たらず、株式会社Ｇは「申立人の勤務記録を確認できな

い。」と回答している。 

さらに、申立人の名前を誤った読み方で記録されている可能性もある

ことから、複数の読み方でオンライン記録を検索したが該当者は見当た

らない。 

加えて、申立人の雇用保険の加入記録は、昭和 47 年９月 19 日から勤

務したＮ株式会社の記録のみ確認できる。 

このほか、申立期間②の申立てに係る事実を確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6506 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ： 

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 31 年６月 28 日から 34 年２月８日まで 

           ② 昭和 35 年９月１日から 38 年９月３日まで 

現在、Ａ事業所及びＢ株式会社での厚生年金保険被保険者期間は脱退

手当金を受け取ったという記録になっているが、私は脱退手当金を受け

取った記憶が無いので申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者

期間をその計算の基礎とするものであるところ、申立期間①と申立期間②

の間の被保険者期間（Ｃ株式会社）については、その計算の基礎とされて

おらず未請求となっているが、申立期間①、②及びＣ株式会社は同一の厚

生年金保険被保険者記号番号で管理されている上、申立期間②とＣ株式会

社は、商業登記簿謄本によると関連会社であったことが確認できることか

ら、支給されていない期間として存在することは事務処理上不自然である。 

   また、申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票及び厚生年金保

険被保険者手帳記号番号払出簿の氏名は、旧姓のままであることを踏まえ

ると、申立期間の脱退手当金は旧姓で請求されたものと考えられるが、申

立人は、脱退手当金の支給決定日である昭和 39 年３月 17 日より以前の

38 年８月＊日に婚姻し、改姓していることから、申立人が脱退手当金を

請求したとは考え難い。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6510 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 19 年３月 23 日に船員保険被保険者の資格を取

得した旨の届出を社会保険出張所（当時）に対し行ったことが認められ、

かつ、申立人のＡ社管理下のＢ株式会社における船員保険被保険者の資格

喪失日は 22 年１月 30 日であったと認められることから、申立人に係る船

員保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要

である。 

なお、申立人の当該期間に係る標準報酬月額については、昭和 19 年３

月から同年５月までを 40 円、同年６月から 21 年３月までを 60 円、同年

４月から同年 10 月までを 330 円、同年 11 月及び同年 12 月を 420 円とす

ることが妥当である。 

また、申立人は、申立期間のうち、昭和 19 年３月 23 日から 21 年３月

31 日までの期間については、戦時加算該当期間とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ： 

                             

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 19 年３月から 22 年３月まで                          

    昭和 19 年３月にＡ社のあっせんでＢ株式会社所属のＣ船に乗務し、

終戦後に体調を崩し下船し帰郷した。その後、同社に呼び戻され米軍の

Ｄ船に乗務しＥ地からの復員輸送に従事し、同船の米国返還後はＦ船に

約１か月乗務したが、再び体調を崩し 22 年３月頃下船し退職した。し

かし、この期間の船員保険被保険者記録が無い。申立期間を船員保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

         

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ株式会社から提出された社会保険台帳によると、申立人は昭和 19 年

３月 23 日から 22 年１月 30 日までの期間、継続して同社に在籍していた

ことが確認でき、申立期間のうち、19 年３月 23 日から 21 年９月 30 日、

同年 11 月６日から同年 12 月４日、及び 22 年１月 19 日から同年同月 30

日までの「Ｃ船」、「Ｄ船」及び「Ｆ船」の乗船記録が確認できる。 



                      

  

   また、Ｇ機関Ｈ部門提出の資料及びＩ機関Ｊ部門提出の資料等から、Ｂ

株式会社はＡ社の管理下にあったと判断できることから、申立人は、申立

期間のうち昭和 19 年３月 23 日から 22 年１月 30 日までの期間について、

Ａ社管理下の船舶に乗船していたと推認できる。 

さらに、Ｂ株式会社に係る船員保険被保険者名簿により、申立人と同姓

同名で生年月日が一致する未統合の被保険者記録が確認できるところ、申

立人の記憶、同僚の供述及び社会保険台帳の記録内容と、同船員保険被保

険者名簿の記録内容とが一致していることから、当該未統合記録は申立人

のものであると認められる。 

一方、当該未統合記録及び申立人に係る船員保険被保険者台帳（旧台

帳）において申立人のＢ株式会社に係る船員保険の資格喪失年月日の記録

は確認できないものの、同社は、申立人は昭和 19 年３月 23 日から 22 年

１月 30 日まで船員として勤務していたと回答しており、前述の申立人の

記憶、同僚の供述、社会保険台帳及び人事記録により、退職日が同年１月

30 日であることが確認できる上、同台帳において同年６月８日喪失届提

出の記載が確認できる。 

なお、申立期間のうち、昭和 21 年 10 月１日から同年 11 月５日までの

期間、同年 12 月５日から 22 年１月 18 日までの期間については、上記社

会保険台帳からは乗船の事実は確認できないものの、申立人の申述内容及

び同社会保険台帳において「Ｋ員」、「Ｌ員」、「Ｍ」の記載が確認でき

ること等から、当該期間においてはＮ船員としてＢ株式会社の船員保険被

保険者資格を有していたものと考えられる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 19 年３月 23 日

に被保険者資格を取得し、22 年１月 30 日に資格を喪失した旨の届出を社

会保険出張所に行ったと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＢ株式会社に係る

船員保険被保険者名簿における未統合記録及び同社が保管する社会保険台

帳から、昭和 19 年３月から同年５月までを 40 円、同年６月から 21 年３

月までを 60 円、同年４月から同年 10 月までを 330 円、同年 11 月及び同

年 12 月を 420 円とすることが妥当である。 

さらに、日本年金機構が提出したＢ株式会社に係る戦時加算該当船舶名

簿から、申立人がＣ船に乗務した期間のうち、昭和 19 年３月 23 日から

21 年３月 31 日までの期間は戦時加算対象期間と認められる。 

一方、申立期間のうち、昭和 22 年１月 31 日から同年３月までの期間に

ついては、申立人に係る社会保険台帳及び人事記録から申立人の勤務が確

認できない。 

このほか、当該期間における船員保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 



                      

  

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険の被保険者として、当該期間に係る船員保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6511 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社における資格喪失

日を昭和 53 年５月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額の記録を 19 万

円とすることが必要である。 

 なお、事業主は申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

住    所 ： 

                             

  ２ 申立内容の要旨     

申 立 期 間 ： 昭和 53 年４月 30 日から同年５月１日まで 

    昭和 53 年４月 30 日までＡ株式会社に勤務したが、同年４月が厚生年

金保険の被保険者期間になっていない。同月の賃金支給表からも厚生年

金保険料が控除されているので、被保険者期間と認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ株式会社の監査役の供述、同僚の供述及び申立人が提出したＡ株式会

社の賃金支給表より、申立人は同社に継続して勤務し、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、前述の賃金支給表における

報酬月額及び厚生年金保険料控除額から、19 万円とすることが必要であ

る。 

なお、申立人に係る保険料の納付義務の履行については、Ａ株式会社は、

昭和 55 年５月＊日に清算結了し、事業主は既に亡くなっていることから

確認することはできないが、事業主が資格喪失日を 53 年５月１日と届け

出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年４月 30 日と

誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日とし

て届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年４月の保険料に

ついて納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行った

ものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付



                      

  

した場合を含む。)、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 6513 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、申立期間の標準賞与額に係る記録を 79 万 8,000 円に訂正することが

必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 15 年 12 月５日 

    日本年金機構から加入記録の照会があり、平成 15 年 12 月の賞与の記

録が漏れていることが判明した。当時の給与、賞与の明細を記録してい

たノートの写しを提出するので、厚生年金保険の被保険者記録として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立事業所から提出された賞与明細書により、申立人は、申立期間にお

いて、その主張する標準賞与額（79 万 8,000 円）に基づく厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、前述の賞与明細書で確認

できる厚生年金保険料控除額から 79 万 8,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、「申立人の申立期間に係る賞与支払届の届出を行った

かは不明。」と回答しており、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの標準賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に

対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情

が見当たらないことから、行ったとは認められない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4626 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 55 年４月から 60 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ： 

             

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55 年４月から 60 年６月まで 

私たち夫婦は、昭和 57 年４月に結婚したのを契機に国民年金に加入

しようと、その年の 10 月頃に夫婦でＡ市役所（現在は、Ｂ市Ｃ区役

所）に行き相談したところ、このままでは納付月数が不足するので、

前々年度分から遡って夫婦二人で 20 万円くらいの保険料を納付した方

がよいと説明された。遡って納付する保険料は 10 回くらいに分割して

もらい、私が月々の保険料と合わせて納付した。申立期間が未納となっ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、結婚したのを契機に国民年金に加入しようと、昭和 57 年 10

月頃に夫婦でＡ市役所に行き相談したところ、このままでは納付月数が不

足するので、前々年度分から遡って夫婦二人で 20 万円くらいの保険料を

納付した方がよいと説明され、10 回くらいに分割して、申立人が月々の

保険料と合わせて納付したとしているが、申立人の国民年金手帳記号番号

は、当該記号番号前後の被保険者の資格取得時期から、62 年８月頃に夫

婦連番で払い出されたと推認され、その時点からすると申立期間は時効に

より保険料を納付できない期間である上、当委員会においてオンラインの

氏名検索等により調査したが、申立人に別の手帳記号番号が払い出された

形跡も見当たらない。 

また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4627 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年４月から 53 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48 年４月から 53 年２月まで 

私が大学を卒業した後の昭和 48 年４月頃に、父がＡ市役所で国民年

金の加入手続をして保険料を納付してくれたはずである。53 年３月に

結婚した時、「これからは自分で保険料を納付するように。」と言われ

た。父は几
き

帳面な性格なので保険料を納付しなかったとは考えられない。 

申立期間の保険料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、大学を卒業した後の昭和 48 年４月頃にその父がＡ市役所で

国民年金の加入手続をして保険料を納付してくれたとしているが、その父

は既に他界しており、申立人は国民年金の加入手続及び保険料納付に関与

していないことから、これらの状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者

の資格取得時期から、昭和 56 年１月頃に払い出されたと推認され、その

時点では、申立期間は時効により保険料を納付できない期間である上、当

委員会においてオンラインの氏名検索等により調査したが、申立人に別の

国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4628 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 51 年 11 月から 57 年２月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 51 年 11 月から 57 年２月まで 

     私は、結婚した昭和 51 年 11 月頃にＡ市役所で国民年金に任意加入を

して保険料を納付してきたはずである。申立期間の保険料が未納となっ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、結婚した昭和 51 年 11 月頃にＡ市役所で国民年金に任意加入

をして保険料を納付してきたとしているが、申立人の国民年金への加入時

期及び保険料の納付に関する記憶が明確ではなく、これらの状況が不明で

ある。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者

の資格取得時期から、昭和 57 年５月頃にＢ市で払い出されたと推認され、

その時点では、任意加入期間である申立期間の保険料を遡って納付するこ

とは制度上できなかったと考えられる上、当委員会においてオンラインの

氏名検索等により調査したが、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い

出された形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 4629 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52 年 12 月から 59 年８月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 52 年 12 月から 59 年８月まで 

私は、義母に勧められて国民年金に任意加入してＡ市及びＢ市の金融

機関で保険料を納付した。 

申立期間が未加入となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その義母に勧められて国民年金に任意加入してＡ市及びＢ市

の金融機関で保険料を納付したとしているが、申立人の国民年金の加入手

続及び保険料の納付に関する記憶が明確ではなく、これらの状況が不明で

ある。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者

の資格取得時期から、昭和 59 年９月頃に払い出されたと推認され、その

時点では、任意加入期間である申立期間の保険料を遡って納付することは

制度上できなかったと考えられる上、当委員会においてオンラインの氏名

検索等により調査したが、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れた形跡も見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 4631 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成７年６月から８年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

住    所 ： 

              

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年６月から８年２月まで 

私は平成 10 年頃にＡ区役所において、同年４月から 11 年３月までの

期間についての免除申請を行った際に、同区役所の担当者から「免除申

請をするなら、それ以前の未納となっている保険料は納付してくださ

い。」と言われたので、その際に私が未納となっていた保険料を納付し

たはずである。未納があれば免除の申請は承認されなかったはずで、申

立期間の保険料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成 10 年頃に、同年４月から 11 年３月までの期間について

の免除申請を行った際に、Ａ区役所の担当者から「免除申請をするなら、

それ以前の未納となっている保険料は納付してください。」と言われて、

未納となっている保険料を納付したものであり、未納があれば免除申請は

承認されなかったはずであると申述しているが、同区役所は「免除の承認

基準は前年の収入であり、過去に未納があるかないかは条件ではない。」

としている上、申立人は、保険料の納付に関する記憶が明確でなく、これ

らの状況が不明である。 

また、申立人は、保険料の免除申請の際に、それ以前の未納期間の保険

料を納付したと申述しているところ、オンライン記録によると、申立人の

免除申請日は平成 10 年５月と記録されており、その時点では、申立期間

の国民年金保険料は時効により納付できない。 

さらに、オンライン記録によると、平成７年１月９日に、厚生年金保険

の被保険者資格を取得したことに伴い、国民年金の被保険者資格を喪失し、

その後、同年６月 16 日に国民年金の被保険者資格を取得し、８年３月 21



 

  

日に同資格を喪失した記録となっているが、このうち、７年６月 16 日に

同資格を取得し８年３月 21 日に同資格を喪失した記録は、10 年３月５日

に追加されたものであることが記録されている。このことは、同日以前に

おいては、申立期間に当たる７年６月 16 日から８年３月 21 日までの間は、

行政側は、厚生年金保険の被保険者として把握していたものが、その後に

７年６月 16 日に厚生年金の被保険者資格を喪失したことを行政側が把握

したことにより、同日に国民年金の被保険者資格を取得したことを 10 年

３月５日に記録の追加を行ったことを示している。 

このことからすると、申立期間については、記録の追加が行われた 10

年３月５日までは、国民年金の未加入期間として把握していたことになり、

同日以前においては、制度上、当該期間の保険料を納付することはできな

い。 

加えて、申立期間の記録の追加及び免除申請日は、平成 10 年以降であ

るところ、国民年金の事務処理については、昭和 59 年２月以降は記録管

理業務がオンライン化され、電算による納付書作成、領収済通知書の光学

式文字読取機（ＯＣＲ）による入力等、事務処理の機械化が図られた上、

平成９年１月に基礎年金番号制度が導入されており、申立期間における記

録漏れや記録誤り等が生じる可能性は極めて低いと考えられる。 

このほか、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 4632 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 62 年２月から平成３年３月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 62 年２月から平成３年３月まで 

    私は、20 歳になった昭和 62 年頃は大学生であったが、母から「今度

から 20 歳になったら、学生であっても国民年金保険料を納付しなけれ

ばならない。」と言われた記憶があるので、その頃に国民年金の加入手

続をしているはずである。私が、年金手帳を初めて受け取ったのは平成

３年４月又は同年５月頃であり、それまで年金手帳を受け取った記憶が

無く、加入手続を自分で行った記憶も無いが、大学を卒業した同年３月

までの間、私は、毎月、金融機関で国民年金保険料を納付していたので、

申立期間を保険料納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その母から「今度から 20 歳になったら、学生であっても国

民年金保険料を納付しなければならない。」と言われた記憶があるので、

その頃に国民年金の加入手続をしているはずであるとしている。しかしな

がら、申立人は、「国民年金の加入手続を自分で行った記憶が無いので母

が行ったかもしれない。」としているものの、その母から、申立人の国民

年金の加入手続及びその時期について具体的な証言を得られず、国民年金

の加入状況が不明である。 

また、申立人が初めて受け取ったとする年金手帳には、初めて被保険者

となった日が「平成３年４月１日」と記載されており、オンライン記録と

一致していることから、申立期間は未加入期間と推認され、制度上保険料

を納付できない期間である。 



 

  

さらに、申立人は、申立期間当時は大学生であったので、その母が行っ

た国民年金の加入手続は、任意加入であったのかもしれないとしているが、

申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者の資格取

得時期から、申立人が初めて年金手帳を受け取ったとする時期と同じ平成

３年５月頃に払い出されたと推認され、申立期間の一部は、制度上保険料

を納付することはできない期間である上、当委員会においてオンラインの

氏名検索等により調査したが、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い

出された形跡も見当たらない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

このほか、申立事案の口頭意見陳述においては、申立期間に係る国民年

金加入手続及び国民年金保険料の納付を裏付ける事情をくみ取ろうとした

が、具体的な新しい証言や証拠を得ることはできなかった。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 6502 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、Ａ共済組合員としてその主張する標準報

酬月額に基づく掛金を事業主により給与から控除されていたと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ： 

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年 10 月１日から８年 10 月１日まで 

  私は、平成７年から 11 年当時、関係団体に出向していたが、源泉徴

収票及び市民税・県民税特別徴収税額通知書にあるとおり毎年給与が上

昇していた。申立期間について標準報酬月額が前後の標準報酬月額と比

べ著しく低額になっているのは納得できないので本来の標準報酬月額に

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立期間に係る報酬月額は、Ｃ団体から提出された平成７年４

月からの「職員給与一覧表」から、53 万円（28 等級）に相当する金額で

あることが推認できる上、同団体が加入していたＤ組合は、当該期間の標

準報酬月額は 53 万円であるとしている。 

しかしながら、Ａ共済組合から提出された「資格関係ＤＢプリント」に

は、申立人の申立期間における標準報酬月額は 28 万円と記載されており、

これはオンライン記録と一致する上、申立期間の標準報酬月額について、

Ｅ年金（厚生年金保険）は 28 万円、健康保険は 53 万円として算出した平

成７年中の保険料額（雇用保険料額を含む）及び８年中の保険料額と申立

人から提出のあった７年分の源泉徴収票及び９年度市民税・県民税特別徴

収税額の通知書に記載された社会保険料額を比較したところおおむね一致

する。 

   これについて、Ｃ団体は、Ａ共済組合とＤ組合で各々管理している申立

期間に係る標準報酬月額が異なることについて、「何らかの原因で手入力

ミスがあり、年金の方のみ間違った額で届け出られてしまったと思われ



  

る。」と回答している。 

これらのことから、申立期間において申立人が主張する報酬月額が支給

されていたことは認められるものの、Ｃ団体はオンライン記録上の標準報

酬月額（28 万円）に基づく掛金（厚生年金保険料）を申立人の給与から

控除し、標準報酬月額 53 万円に基づく健康保険料を申立人の給与から控

除していたものと推認できる。 

   また、Ｃ団体は、上述の資料以外は保存期限経過のため廃棄しており、

提供することができないとしている。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく掛金の給与からの控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間においてその主張する標準報酬月額に基づく掛金を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 



  

埼玉厚生年金 事案 6503 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間①、②、③、④、⑤及び⑥について、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを認めることはできない。 

 また、申立期間⑦について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 58 年 10 月１日から 59 年 10 月１日まで 

② 平成８年 10 月１日から 10 年３月１日まで 

③ 平成 10 年３月１日から同年 10 月１日まで 

④ 平成 10 年 10 月１日から 11 年 10 月１日まで 

⑤ 平成 11 年 10 月１日から 12 年 10 月１日まで 

⑥ 平成 12 年 10 月１日から 13 年５月１日まで 

⑦ 平成 18 年 10 月 14 日から同年 11月１日まで 

   日本年金機構から送られてきた標準報酬月額の記録を見たところ、Ａ

株式会社及びＢ株式会社で勤務した被保険者期間について、前の月より

も標準報酬月額が引き下げられている期間がある。しかし、給与が減額

された覚えは無いので、申立期間を正しい標準報酬月額に訂正してほし

い。 

    また、Ｃ株式会社は、退職した平成 18 年 10 月分の給与から厚生年金

保険料が控除されているのに、当該 10 月は被保険者期間となっていな

いのはおかしい。申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は標準報酬月額の相違を主張しているが、

Ｄ株式会社（現在のＢ株式会社の社会保険事務を担当）は、申立人が勤

務していたＡ株式会社（平成４年 10 月１日にＢ株式会社と合併）に関



  

する人事・給与関係の資料が無いため、申立人の標準報酬月額を確認す

ることはできないと回答しているものの、申立期間当時の同社の経営状

況について、昭和 57 年から生産が減少し 58 年後半までの業績は悪かっ

たと説明している。 

    また、Ａ株式会社に勤務していた同僚に照会したところ、複数の同僚

が「昭和 58 年頃の会社は業績が悪化した。給与の減額はそのため

だ。」と供述している。 

    さらに、申立人が提出したＡ株式会社の給与関係通知書（昭和 58 年

３月 21 日付け、同年４月から翌年３月までの給付額を示したもの）を

みると、月額の本給、資格給、職務給の合計額は 31 万 3,500 円となっ

ているところ、申立人の「申立期間当時は管理職であり、残業手当、扶

養手当もなかった。あるとすれば通勤手当ぐらいだ。」との供述を踏ま

え、当該合計額を申立人の報酬月額として当時の厚生年金保険標準報酬

月額等級表に当てはめると、通勤手当等を考慮したとしても申立人の標

準報酬月額は 32 万円に該当し、事業所別被保険者名簿に一致している

ことから、不自然な点等は見当たらない。 

    このほか、申立期間①について、申立人の主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料が控除されていたことを確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらない。 

     

  ２ 申立期間②、③、④、⑤及び⑥について、Ｄ株式会社は、申立人に係

る健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬月額改定通知書、健康保険厚

生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書、算定基礎

届（明細リスト、標準報酬月額を決定するための直前３か月の報酬月額

の平均額を算出したもの）等を提出しており、当該通知書等の標準報酬

月額はオンライン記録に一致している。 

    また、Ｅ組合には、申立人の申立期間②のうち平成９年 10 月から申

立期間⑥までの加入記録が残されており、当該健康保険に係る標準報酬

月額とオンライン記録とを照合したところ、両記録は一致している。 

   さらに、申立期間②について、Ｄ株式会社は、Ｂ株式会社の給与規定

により、年齢満＊歳以上の参事に対し給与の減額（15 パーセント）が

行われたと説明しており、申立人の場合、誕生月が１月から６月末まで

に該当するので適用が７月払いの給与からとなり、７月分から９月分ま

での３か月分平均報酬月額が２等級以上の減額に伴う随時改定により、

その適用は平均報酬月額を算出した最終月の翌月である平成８年 10 月

１日から標準報酬月額が引き下げられている記録に不自然さは無く、当

該標準報酬月額の改定を届け出た前出の通知書の備考欄に「Ｈ８年７月、

減額のため」と記載されていることが確認できる。 



  

   加えて、Ａ株式会社を経てＢ株式会社に勤務し、申立人と同年齢又は

年齢の近い管理職であったと目される同僚９人のオンライン記録をみた

ところ、申立人を含めて５人が満＊歳に達した段階で標準報酬月額の引

き下げとなっており、複数の同僚が「役職定年により＊歳に達した時に

給与が減額された。」と供述している。また、同様に同僚９人のうち

50 歳代で出向し、出向先で定年となった申立人を含む６人のうち＊歳

に達した段階で標準報酬月額が引き下げられている者が３人おり、＊歳

定年の１年前に標準報酬月額の引き下げが行われている状況がみられる。 

   このほか、申立期間②、③、④、⑤及び⑥について、申立人の主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料が控除されていたことを確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間①、②、③、④、⑤及び⑥について、そ

の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。 

 

 ４ 申立期間⑦について、申立人は、「Ｃ株式会社の平成 18 年 10 月分の

給与明細書において、厚生年金保険料が控除されているから、当該 10

月が被保険者期間となっていないのはおかしい。」と主張しているもの

の、平成 18 年 10 月のいつまで勤務して退職したのか明確な記憶が無い

とともに、申立人が挙げた同僚二人に同社における申立人の勤務実態に

ついて照会したが、回答を得られないため、申立人の申立期間における

勤務実態を確認することができなかった。 

    一方、Ｃ株式会社が提出した申立人と交わした「嘱託員雇用契約書」

（締結日：平成 18 年４月７日付け）により、雇用期間は平成 18 年４月

14 日から同年 10 月 13 日までとされており、申立人の署名が確認でき

る。 

    また、同社が提出した健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通

知書により、申立人の資格喪失日は平成 18 年 10 月 14 日とされ、同通

知書の備考欄に「10 月 13 日退職」と記載されており、当該資格喪失日

はオンライン記録に一致するとともに、申立人の退職日については、同

社で申立人が加入していた雇用保険の離職日が 18 年 10 月 13 日となっ

ていることとも一致している。 

    さらに、同社は、厚生年金保険料の控除方法について、申立期間当時

は翌月控除であったと回答しているところ、申立人が提出した平成 13

年５月分の入社時の給与明細書には保険料控除が無く、退職時である

18 年 10 月分の給与明細書には保険料控除の記録が確認できることから、



  

退職時の給与明細書における保険料控除額は、同年９月分の保険料であ

ると認められる。 

    このほか、申立人の申立期間⑦における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間⑦に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 6504 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 50 年４月から同年 12 月まで 

私は、昭和 50 年４月から同年 12 月まで、株式会社Ａに勤務していた

が、この間の厚生年金保険の被保険者記録が無い。入社してすぐにＢ区

の社会保険事務所（当時）に私自身が厚生年金保険の資格取得届を提出

した記憶がある。 

厚生年金保険料を控除されていた資料等は無いが、当該期間について、

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が姓を記憶している複数の同僚について申立期間に株式会社Ａに

勤務していることが確認できるとともに、申立人が記憶している当該事業

所の所在地及び業務内容等が当該同僚の供述内容と一致していることから、

申立人が申立期間に当該事業所で勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、申立人の勤務状況等について、申立期間に勤務していた

ことが確認できる同僚 13 人に照会したが、回答のあった３人の同僚のい

ずれもが、申立人に覚えが無いと述べており、申立人の勤務の実態は確認

できない。 

また、申立期間当時に取締役であった同僚の一人は、女性の従業員の厚

生年金保険への加入について、「女性は、ご主人の健康保険から離れるの

が嫌だという理由でパート扱いとなって年金に入らない人がたくさんいた。

厚生年金保険の加入は、希望制ということだ。」と述べているとともに、

当該取締役及び申立人が当時の従業員数について、「30 人ほどいた。」

と述べているところ、当該期間の厚生年金保険の被保険者名簿において確

認できる被保険者は 17 人である。 



  

これについて、申立人は昭和 49 年 12 月に婚姻しているところ、申立人

の夫が勤務していた事業所に係る被保険者名簿の配偶者の欄には、扶養の

記録が確認できるとともに、申立人は「結婚してすぐの頃は夫の扶養に入

っていたかもしれない。」と述べている。 

さらに、当時、当該事業所で社会保険事務を担当していた同僚は、入社

してから厚生年金保険に加入するまでの手続について「当時、従業員の出

入りが激しかったので、ある程度様子を見る期間が必要だった。また、同

じ理由により、入社の都度厚生年金保険への加入手続を行えないのでまと

めて行っていた。手続をする際は、必ず年金に入るかどうか、入るとすれ

ば今から入るか、入社時に遡って入るかを聞いていた。」と具体的に述べ

ており、申立人が一緒に入社したとする男性の同僚二人の厚生年金保険の

資格取得日が、申立人が入社したとする時期から２か月程度相違している

ことを踏まえると、申立期間当時、株式会社Ａでは、従業員全員に必ずし

も厚生年金保険の被保険者資格を取得させる取扱いではなかったと推認で

きる。 

加えて、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

申立期間を含む前後の１年間に被保険者資格を新規に取得した者の中に、

申立人の氏名は無く、健康保険証の番号の欠番も無い。 

なお、株式会社Ａの事業継承者は、「当該事業所は既に全喪しており、

当時の従業員の厚生年金保険関係資料はその際廃棄したため、申立人の申

立期間に係る厚生年金保険料の給与からの控除については不明である。」

としている。 

このほか、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人の当

該期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺

事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 6505 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 43 年３月 11 日から 49 年８月 21 日まで 

私がＡ株式会社に勤めていた昭和 43 年３月 11 日から 49 年８月 21 日

までの期間の標準報酬月額が、給料額とあまりに違っている。当時の給

料は平均で 15 万円くらいだった。 

この期間の私の標準報酬月額の記録を調査の上、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録によれば、

申立人と同日に申立事業所で厚生年金保険の被保険者資格を得ていること

が確認できる同僚 32 人（申立人を含む。）の標準報酬月額は、申立人と

同額又はほぼ同額で推移しており、申立人の標準報酬月額のみが当該同僚

と異なり低額であるという事情は見当たらないとともに、申立人を含め、

当該同僚の標準報酬月額の記載内容に不備は無く、標準報酬月額が遡って

訂正された形跡も認められない上、オンライン記録とも一致している。 

また、当該事業所で申立期間当時に社会保険を担当していた事務担当者

は、「当時のＢ担当やＣ担当には、時間外手当、Ｄ手当、Ｅ手当、宿泊手

当があり、シーズンになるとこれらの手当の総額は基本給以上であったが、

そこは標準報酬月額に入っていなかったと思う。」と述べているとともに、

複数の同僚が「基本給より各種の手当の総額が多かった時期があった。標

準報酬月額に手当は含まれていなかったと思う。」と述べていることから、

当該事業所が届け出ていた標準報酬月額は、申立人が記憶している残業手

当等を含んだ給与額とは異なり、当該諸手当が含まれていない期間の給与

額に基づくものであった可能性がうかがえる。 



  

さらに、商業登記簿によると、Ａ株式会社は平成 10 年６月に事業を廃

止している上、申立期間当時の事業主は既に死亡しているため、申立人の

申立期間に係る厚生年金保険料の控除についての供述は得られない。 

加えて、申立人は申立期間当時の給与明細書等を保存しておらず、この

ほか申立期間について、申立人の主張する給与額に見合う標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料が控除されていたかどうかを確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について申立人が主張する給与額に見合う標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めること

はできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 6507 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54 年 10 月１日から 55 年８月 31 日まで 

株式会社Ａに勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が 10 万

4,000 円とされているが、申立期間前の標準報酬月額は 11 万円、申立

期間後の標準報酬月額は 11 万 8,000 円となっており、同社に勤務した

期間を通じて標準報酬月額が下がった記憶は無いので、申立期間の標準

報酬月額の記録を 11 万 8,000 円に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は申立期間に係る標準報酬月額の相違を申し立てているが、オン

ライン記録によると、株式会社Ａにおいて、申立期間の標準報酬月額が直

近の随時改定又は定時決定と比べ減額の記録となっている者が申立人を含

め複数いることが確認できる上、同僚の一人は、「残業時間が少ないと標

準報酬月額は下がることがある。」と供述し、別の同僚の一人も、「病欠

等で標準報酬月額が下がる人もいたと思う。」と供述しており、申立人の

標準報酬月額のみが同僚の取扱いと異なる事情は見当たらない。 

また、株式会社Ａは、申立期間に係る給与額や厚生年金保険料の控除額

が分かる賃金台帳等の資料は廃棄済みであることから、申立人の申立期間

の報酬月額及び保険料控除額について確認することができないとしている

上、同社における同僚からも、申立人の申立期間における標準報酬月額に

ついての具体的な供述を得ることができなかった。 

さらに、申立人の株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者原票

を確認したが、オンライン記録と一致しており、また、遡って標準報酬月

額の訂正が行われた形跡も無い。 



  

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間についてその主張する標準報酬月額に相当する厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 6508 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 51 年９月 21 日から 52 年７月 31 日まで 

    昭和 51 年９月 21 日にＡ株式会社（現在は、Ｂ株式会社）に入社し

54 年６月 21 日まで継続して勤務していた。入社以来退職するまで月額

18 万円の手取り報酬があったが、申立期間の標準報酬月額が９万 8,000

円になっているのはおかしい。申立期間の標準報酬月額の記録を訂正し

てほしい。         

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、入社時標準報酬月額が 18 万円であったと主張しているもの

の、申立人に係る雇用保険の記録では、資格取得時（昭和 51 年９月 21

日）の賃金は９万 9,000 円と記載されており、オンライン記録の標準報酬

月額（９万 8,000 円）とほぼ同額であることが確認できる。 

また、申立人と同時期に入社した同僚の一人は、「自分が入社した年の

給料は手取り８万円くらいで、同僚も同様の金額であった。」と証言して

いる。 

さらに、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、

申立人の同社における厚生年金保険の資格取得時標準報酬月額は、９万

8,000 円であり、オンライン記録と一致する。 

   加えて、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、

申立期間に申立人とほぼ同時期に入社した者 14 人（申立人を含む。）の

資格取得時標準報酬月額は、７万 6,000 円から 11 万円の範囲内であった

ものが、最初の標準報酬月額変更額は、10 万 4,000 円から 18 万円の範囲

に大幅に上昇していることが確認できる。 



  

また、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除額を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

 このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料の控除を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間についてその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



  

埼玉厚生年金 事案 6509 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年 12 月から 10 年６月まで 

Ａ株式会社に、平成元年 12 月から 10 年６月まで勤務しＢ業務に従事

していたが厚生年金保険の被保険者記録が無い。この期間を厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間においてＡ株式会社に継続して勤務していたと申し

立てているが、当該期間のうち、平成元年 12 月から５年４月までの期間

について、Ａ株式会社は「申立人の勤務期間は不明。」とした上で、「申

立人はＣ国から来日しており、将来帰国の意思があったため、厚生年金保

険には加入させておらず、給与から厚生年金保険料を控除していない。」

と回答している。 

また、Ｄ組合における、平成５年４月１日以前の申立人に係る加入員台

帳が無い上、当該期間にＡ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿において被保険者であることが確認できる 20 人に問い合わせし、８

人から回答を得たが申立人を記憶している者がいないことから申立人の勤

務実態を確認することはできなかった。 

一方、申立期間のうち、平成５年４月から 10 年６月までの期間につい

て、Ｄ組合が提出した加入員台帳から、申立人が申立期間のうち５年４月

１日から７年１月 24 日まで及び同年３月 23 日から 10 年６月６日まで同

組合の加入員であったことが確認できる。 

しかしながら、Ａ株式会社は前述のとおり「申立人を厚生年金保険には

加入させていなかった。」と回答しており、同社において当時総務を担当

していた同僚も「外国人期間工を厚生年金保険に加入させておらず、健康



  

保険のみに加入させていた。申立人についても同様の取扱いであり、厚生

年金保険料を給与から控除していない。」と供述している。 

また、申立人が提出した平成５年から９年までの源泉徴収票から確認で

きる年間社会保険料額と、Ｄ組合が提出した加入員台帳記載の標準報酬月

額から推定される厚生年金保険料額とを比較すると、源泉徴収票に記載の

社会保険料額が低額となっており、厚生年金保険料の控除を確認すること

ができなかった。 

さらに、オンライン記録により申立人は、平成７年９月から 11 年５月

までの期間については、国民年金の被保険者として、保険料を納付してい

ることが確認できる。 

このほか、申立期間に係る雇用保険の記録が無い上、厚生年金保険料が

控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 6512（事案 2555 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 25 年７月 28 日から同年 12 月１日まで 

    Ａ事業所（勤務地はＢ米軍基地内Ｃ施設）に、昭和 25 年７月 28 日か

らＤ担当として勤務していたが、厚生年金保険の加入記録が同年 12 月

１日からとなっていることに納得できない。申立期間について、厚生年

金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、Ａ事業所の事務を継承するＥ機関に、申立期間当

時の人事記録等の保管は無く、申立人も同僚の名前を記憶しておらず、申

立人の勤務実態及び事業主による厚生年金保険料の控除が確認できないこ

となどから、既に当委員会の決定に基づき平成 22 年２月 24 日付け年金記

録の訂正は必要ではないとする通知が行われている。 

今回、申立人が新たに当時の同僚の名前を数人挙げたことから、当該同

僚を含め、健康保険厚生年金保険被保険者名簿及びオンライン記録から居

所が判明した同僚 35 人に照会したところ、17 人から回答があり、そのう

ち複数の同僚が厚生年金保険の加入について、「勤務後数か月たってから

加入した。」と回答しており、そのうちの１人は、「私は、昭和 25 年６

月頃からＣ施設でＤ担当として勤務していたが、厚生年金保険は同年 12

月から加入となっている。臨時のパスポートをもらってから、６か月ぐら

いして本パスポートがもらえる。臨時のパスポートのときは、厚生年金保

険に加入させてもらえなかった。本パスポートをもらってから厚生年金保

険に加入した。」と回答している。 

また、Ｆ機関から提出された申立人の駐留軍従業員カードに「厚生年金

保険 取 25.12.1 記号番号 ＊」と記載されており、申立人の厚生年金



  

保険の被保険者資格の取得年月日が、昭和 25 年 12 月１日であることが確

認できる上、当該年月日は、厚生年金保険被保険者台帳、健康保険厚生年

金保険被保険者名簿及びオンライン記録とも一致している。 

さらに、前述の駐留軍従業員カードに記載されている「記号番号 ＊」

は、厚生年金保険被保険者手帳記号番号払出簿から、昭和 25 年 12 月１日

にＡ事業所で払い出されていることが確認できる。 

このほか、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない

ことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 6514 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、全ての申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 37 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 12 年 10 月１日から 13 年２月１日まで 

          ② 平成 16 年９月１日から 19 年９月１日まで 

          ③ 平成 20 年９月１日から同年 10 月１日まで 

    Ａ株式会社（現在は、Ｂ株式会社）に勤務していた期間のうち、申立

期間①については、その前後の期間と比べて、標準報酬月額が９万円

も引き下げられている。当時、大きな労働条件の変更は無く不自然で

ある。 

また、平成 16 年９月１日付けで、Ｃ株式会社に転職したが、前職よ

りも給与が上がるという条件で転職したのに、申立期間②及び③の標準

報酬月額は、その前後の期間と比べて低く、不自然であるので、調査の

上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、標準報酬月額の訂正を申し立てているが、厚生年金保険の保

険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」とい

う。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正

及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保

険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内で

あることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定するこ

ととなる。 

 この度、事業主から提出された申立期間①に係る給料支給台帳、申立期

間②及び③に係る賃金台帳によれば、当該期間の厚生年金保険料控除額に

見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致しているこ



  

とが確認できることから、特例法による保険給付の対象に当たらないため、

あっせんは行わない。 

 なお、事業主が提出した上記資料については、給与の一部が振り込まれ

た預金口座に関する資料（申立期間①は申立人が保管していた預金通帳、

申立期間②及び③は株式会社Ｄ銀行が提出した預金取引推移一覧書）と記

載内容が一致しており、不自然な点は見当たらない。 

 


